
新庁舎建設かわら版  ～第８号～ 
第５回新庁舎建設基本計画策定委員会を開催しました 

 平成２８年２月１５日（月曜日）午前１０時から第５回各務原市新庁舎建設基本計画策定委
員会（以下「委員会」といいます。）を開催しました。 
 今回の委員会では、新庁舎整備の事業手法や設計者の選定方法、スケジュール、財政計
画についての検討を行いました。詳細は下記及び裏面並びに市ウェブサイトをご覧ください。 
 次回は、平成２８年３月８日に開催し、委員会としての答申案の確認を行う予定です。 

 検討項目の詳細については、下記及び裏面並びに市ウェブサイトをご覧ください。 

検討項目 検討結果 主な意見 

事業手法 設計と建設工事を分けて発注する従来方式と
する 

新庁舎建設では特殊技術が必要になると考えにく
いため、設計と建設工事を分けて発注する方式で
よい 

設計者の 
選定 

事業の緊急性や事業過程における市民参加・
市民意見の設計への反映のしやすさを重視し、
プロポーザル方式とする 

設計費の金額で選ぶ入札は避けるべき 
設計する人を選ぶプロポーザル方式は良い方法
だが、選定には建築の見識の高い方に意見を求
めてはどうか 

整備スケ
ジュール 

基本計画策定後に設計者の選定を進め、 
平成２８年度中に設計に着手し、平成３０年度
中に着工、平成３２年度の完成を目指す 

仮設庁舎の有無でスケジュールが変わるため、設
計者を募る段階までに決定すべき 

財政計画 概算事業費は、本体工事費約６３億円 
事業全体では、仮設庁舎ありで約８８億円仮設
庁舎無しで約８０億円 
財源は、庁舎等整備基金（平成２７年度末現
在高 ３５億円）を基本とする 

仮設庁舎は工事が円滑に行えるという利点はある
が、工事後に残るものではないため、できるだけ用
いない計画にしてほしい 
防衛省の補助金は、どの程度を見込んでいるのか 

１．新庁舎整備の事業手法について  

 昨年３月に策定した基本構想において、基本計画では新庁舎整備の事業手法は、従来方式、Ｄ
Ｂ方式、ＤＢＯ方式について検討することとしていることから、委員会では、これらの方式について
次のようにまとめて検討を行いました。 

  
従来方式 ＤＢ方式 ＤＢＯ方式 

設計施工分離発注 設計施工一括発注 

概 要 
市が資金調達し、設計、施工業務に
ついて、業務ごとに民間事業者に請
負・委託契約として発注する方式 

市が資金調達し、設計及び施工を
民間事業者に包括的に請け負わ
せる発注方式 

ＤＢ方式に加え、維持管理や運営
を含めて民間事業者に包括的に請
け負わせる発注方式 

メ リ ッ ト 

設計段階でワークショップなどを行う
ことで、市民意見の反映が容易。 
設計者や施工者に意見や修正指示
を出すことが可能。 

施工者のノウハウを活かした設計、施工を行うことが期待できる。 
高度な技術を要する工事（大型の橋梁等）や軟弱地盤における工事等
特殊な施工を要する場合においては、施工者の固有技術等により、コス
ト縮減や工期短縮を図ることができる可能性がある。 

デメリット 

高度な技術を要する工事（大型の橋
梁等）や軟弱地盤における工事など
特殊な施工を要する場合、施工者の
ノウハウを活かしにくい。 

施工者側に偏った設計となりやすく、市民意見の反映など設計内容を変
更することは難しい。 
発注条件の作成や事業者選定に時間を要し、従来方式に加え、期間を
必要とする。施工監理が困難である。 

 検討の結果、「新庁舎建設の事業手法は、建設に特殊な技術が必要となるとは考えにく
い」などの意見があり、設計と建設工事を分けて発注する従来方式が望ましいとされました。 

  競争入札方式 プロポーザル方式 コンペ方式 

概 要 
提示する条件に対し、設計料の入
札を行い、一番安価な業者を選定 

課題に対する提案などを評価し、
最も優れた「設計する人」を選定 

２人以上の競技者による設計案を評
価し、最も優れた「設計案」を選定 

メ リ ッ ト 
多くの業務で採用されており、手続
きが容易で、公平性、透明性、機会
均等性がある 

「設計する人」を選定するため、市
や市民の意見を踏まえて設計を
進めることができる 

設計者選定時には概ね設計を固め
ることができる 

デメリット 
発注者の要求する性能・品質の建
築物に結びつかないおそれがある 

評価方法や評価基準を明確にす
る必要がある 

設計案の作成、選定の各段階にそ
れぞれ時間を要する 
設計案の大幅な変更は困難である 

２．新庁舎の設計者の選定手法について  

 設計者の選定手法としては、競争入札方式、プロポーザル方式、コンペ方式が考えられ、
それぞれの方式について次のように整理し、検討を行いました。 

 検討の結果、「技術力が十分ではない設計者が選ばれる可能性がある競争入札は避け
るべき」や「設計する人を選ぶプロポーザル方式は良い方法だが、選定には建築の見識の
高い方に意見を求めてはどうか」などの意見が出され、事業の緊急性や設計段階での市
民参加・市民意見の反映をしやすいプロポーザル方式とすることが望ましいとされました。 
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３．新庁舎の整備スケジュールについて  

 新庁舎の整備スケジュールは、基本計画策定後に設計者の選定を進め、平成２８年度中
に設計に着手し、平成３２年度の完成を目指すという下図のような計画とすることについて
検討を行いました。 

  H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 H32年度 H33年度 H34年度 

施工者選定 
までのスケ
ジュール 

仮設庁舎 
あり 

仮設庁舎 
なし 

仮設庁舎建設 
移転 

基本計画 

基本設計 
実施設計 

建設工事等 

設計者
選定 

施工者
選定 

建設工事等 
（一期） 

解体､外構工事等 
必要な整備（二期） 

一
部
供
用
開
始 

全
面
完
成 

仮設庁舎部分の
外構等の整備 

供
用
開
始 

全
面
完
成 

項目 仮設庁舎あり 仮設庁舎なし 

庁舎本体建設工事費（他市事例等から１㎡あたり４５万円） 約６３億円 約６３億円 

仮設庁舎工事費 約７．３億円 -  

その他工事費（解体、外構、駐車場） 約９．７億円 約９．７億円 

その他経費（移転費、備品購入費、設計監理費） 約８億円 約７．５億円 

合 計 約８８億円 約８０．２億円 

４．新庁舎の財政計画について  
 新庁舎建設事業の概算事業費については、次のように試算を行いました。 

 委員会としては、上記のスケジュールのとおり平成３２年度末から平成３３年度初頭の庁
舎供用開始を目指すということで答申をまとめることとされました。 
 なお、設計者を選定するプロポーザルにおいて広い提案を求めるため、仮設庁舎あり・
仮設庁舎なしの２つのパターンについてスケジュールを示しています。 

※今後、設計を進める中で平成２９年度以降の予定が具体化することになります。設計者からの提案など
により、スジュールに変更が生じる可能性があります。 

 また、財源としては庁舎等整備基金（平成２７年度末現在高３５億円）の積立を基本とす
るとともに、航空自衛隊岐阜基地が近接するため、防衛省補助金を要望し、将来に大き
な負担を残さないよう、一般財源の抑制に努めることとしました。 

※検討段階の想定による試算であるため、周辺整備の必要性や仮設庁舎を必要としない手法など設計者
からの提案などにより、今後変動が生じることがあります。 


